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ガス導管事業者の 2023 年度託送収支の事後評価 1 

とりまとめ 2 
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2025年５月 29日 4 

電力・ガス取引監視等委員会 料金制度専門会合 5 

 6 

１．背景 7 

2017 年度から施行されたガスシステム改革関連の制度改正により、ガス小売事業につい8 

てはライセンス制が導入されるとともに全面自由化され、ガス導管事業については中立的な9 

ネットワーク部門として引き続き地域独占とすることとされた。これを踏まえ、各一般ガス10 

導管事業者及び特定ガス導管事業者（以下「ガス導管事業者」という。）は新たな託送供給11 

約款を策定して 2017 年４月から実施、その後、事業年度毎に託送収支計算書が公表されて12 

いる。 13 

2024 年９月４日、９月 27 日、10 月 15 日、11 月７日及び 2025 年２月７日付けで、経済14 

産業大臣及び各経済産業局長等から、ガス導管事業者の 2023 年度収支状況の確認について15 

電力・ガス取引監視等委員会宛てに意見の求めがあった。 16 

これを踏まえ、電力・ガス取引等監視委員会料金制度専門会合において、法令に基づく事17 

後評価（ストック管理・フロー管理）を実施するとともに、追加的な分析・評価として、変18 

更命令の発動基準に該当した事業者の料金改定届出の内容等について詳細分析を行った。 19 

 20 

２．ガス導管事業者の 2023 年度託送収支の法令に基づく事後評価結果 21 

2023年度に事業を実施した全国のガス導管事業者（219社）のうち、託送供給約款を定め22 

ている等のガス導管事業者（145社）について、2023年度収支状況を評価し、以下のとおり23 

対応することとした。 24 

① ストック管理 25 

2023 年度終了時点での超過利潤累積額が、変更命令の発動基準となる一定水準額を超過26 

した事業者は、３社（㈱エナジー宇宙（北本エリア）、小千谷市、㈱エネクル（沖山地区））27 

であった。これらのうち、2023年に値下げを実施し原価算定期間中である㈱エネクル（沖山28 

地区）及び 2025 年 4 月１日付けで北陸瓦斯㈱に事業譲渡を予定している小千谷市を除き、29 

期日1までに託送料金約款の料金改定の届出が行われない場合、所管の経済産業局長から変30 

更命令を行う。 31 

 
1 2025 年４月１日：㈱エナジー宇宙（北本エリア） 
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② フロー管理 32 

2023 年度終了時点での想定単価と実績単価の乖離率が、変更命令の発動基準となるマイ33 

ナス５％を超過した事業者は８社（ENEOSエルエヌジーサービス㈱、栃木ガス㈱、鷲宮ガス34 

㈱、小千谷市、福山瓦斯㈱、大牟田瓦斯㈱、三愛オブリ㈱、長南町）であった。これらのう35 

ち、2024年に値下げを実施し原価算定期間中である ENEOSエルエヌジーサービス㈱及び 202536 

年 4 月 1 日付けで北陸瓦斯㈱に事業譲渡を予定している小千谷市を除き、期日2までに託送37 

供給約款の料金改定の届出が行われない場合、所管の経済産業局長から変更命令を行う。 38 

 39 

３．変更命令の発動基準に該当した事業者の追加分析 40 

（１）託送約款料金変更の届出状況 41 

上記２．①及び②の事業者のうち、１月から 12月の会計年度を採用している１社（福42 

山瓦斯㈱）については 2024年 12月に、また、４月から３月の会計年度を採用している６43 

社（㈱エナジー宇宙（北本エリア）、栃木ガス㈱、鷲宮ガス㈱、大牟田瓦斯㈱、三愛オブ44 

リ㈱、長南町）については、2025 年２月から３月にかけて、それぞれ託送供給約款の変45 

更届出が所管の経済産業局長に対してなされた。これらの届出は変更の期日までに届け46 

出られたこと、また、託送供給約款料金は、いずれもガス事業託送供給約款料金算定規則47 

の規定に従って算定されていることを確認した。 48 

 49 

（２）法定の事後評価において、基準を超過した事業者の料金値下げ届出内容の確認 50 

上記３．（１）のとおり、所管の経済産業局長に対して料金改定届出を行った６社3の51 

託送供給約款に係る新料金の妥当性の確認を行った。 52 

（ア）ストック管理の基準を超過した事業者 53 

ストック管理の基準を超過し料金改定を行った１社（㈱エナジー宇宙（北本エリア））54 

においては、以下の内容について確認した。 55 

① 新料金の原価算定方式 56 

新料金における原価算定について、一般導管事業者である㈱エナジー宇宙（北本エ57 

リア）は、料金算定規則第 17条に基づき、届出上限値方式ではなく総括原価方式によ58 

り新料金を設定していることを確認した。 59 

 
2 2025 年１月１日：福山瓦斯㈱ 

2025 年４月１日：栃木ガス㈱、鷲宮ガス㈱、大牟田瓦斯㈱、三愛オブリ㈱、長南町 
3 フロー管理超過との評価であった長南町については、監査により「乖離率計算書」中の実績費用

及び実績需要量に誤りがあることが指摘され、修正がなされた。修正後の託送収支計算書を評価し

たところ、乖離率はマイナス 3.94％となり、フロー管理基準の超過は認められなかったことから、

料金値下げ届出内容確認の対象外とする。 
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② 還元額・内部留保相当額の反映状況 60 

超過利潤額の発生要因分析、過去実績や託送供給依頼者へのヒアリング等に基づく61 

需要予測、変更前料金下での収益見込みと総括原価との比較による値下げ原資の算定62 

等により、新料金から適切に控除していることを確認した。 63 

③ 新料金の想定需要量、想定費用 64 

新料金の想定需要量及び想定費用について、過去実績や 2024年度実績見込みを踏ま65 

え、新料金の想定需要量を見積もっていることを確認した。 66 

 67 

（イ）フロー管理の基準を超過した事業者 68 

フロー管理の基準を超過し、料金改定を行った５社（栃木ガス㈱、鷲宮ガス㈱、福山69 

瓦斯㈱、大牟田瓦斯㈱、三愛オブリ㈱）においては、以下の内容について確認した。 70 

① 新料金の原価算定方式 71 

新料金の原価算定について、５社のうち一般導管事業者である栃木ガス㈱、鷲宮ガ72 

ス㈱、福山瓦斯㈱、大牟田瓦斯㈱については、いずれも料金算定規則第 17条第 1項に73 

基づき、届出上限値方式ではなく総括原価方式により新料金を設定していることを確74 

認した。 75 

② 新料金の想定需要量 76 

新料金の想定需要量について、５社とも過去実績や 2024年度実績見込み、今後の需77 

要予測を踏まえ、新料金の想定需要量を見積もっていることを確認した。 78 

③ 新料金の想定費用 79 

新料金の想定費用について、５社とも過去実績や 2024年度実績見込みを踏まえ、新80 

料金の想定需要量を見積もっていることを確認した。 81 

 82 

以上から、2025年１月１日又は同年 4月 1日が届出期日とされていた６社（福山瓦斯㈱、83 

㈱エナジー宇宙（北本エリア）、栃木ガス㈱、鷲宮ガス㈱、大牟田瓦斯㈱、三愛オブリ㈱）84 

の新料金はおおむね妥当であると考えられる。  85 
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